
まちづくり構想（重点地区まちづくり計画）の
変更素案説明会 開催のお知らせ

練馬区

【お問い合わせ先】
練馬区 都市整備部 新宿線・外環沿線まちづくり課 担当：菅井、田島、成本、佐々木

〒176-8501 練馬区豊玉北6‐12‐1

電話：03-5984-1278（直通） FAX：03-5984-1226 E-MAIL：EN-MACHI@city.nerima.tokyo.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/kamishaku/index.html 

・日時
【1回目】令和２年12月18日（金）

19時から１時間程度

上石神井駅周辺地区においては、平成13年12月に「まちづくり協議会」が設立され、まちづくり
の検討がスタートしました。その後、まちづくり協議会からの提言書に基づき、練馬区は平成20年
３月に「上石神井駅周辺地区まちづくり構想」を策定し、以後構想の実現に向けて取組を進めてき
ました。
このたび、外環の２（新青梅街道～千川通り間）が事業着手するとともに、西武新宿線の連続立

体交差化計画については、都市計画案が提示されるなど、道路や鉄道の基盤整備の内容が明らかに
なりました。こうしたことから、より具体的なまちの将来像を示し、さらにまちづくりを推進して
いくため、まちづくり構想の変更素案を作成しました。下記のとおり説明会を開催しますので、ぜ
ひご来場ください。

・会場

【2回目】令和２年12月19日（土）

10時から１時間程度
※両日とも説明内容は同じです

練馬区立 上石神井中学校 体育館

●各回定員：100名

●申込み期間：令和2年12月16日（水）まで

「①参加者の氏名（2名まで）②住所③電話番号または電子メールアドレス④参加を希望する回

（どちらか1回限り）」の内容を添えて、４頁の【お問い合わせ先】へ電話または電子メールで

お申込みください。

※電話での受付：土日を除く9時～17時まで

※電子メールでの受付：令和2年12月16日（水）17時送付分まで

※電子メールの受付が完了したら、こちらから受付完了電子メールを返信します。２日（土

日を除く）経っても返信がない場合はお手数ですが、電話でお問い合わせください。

※手話通訳を希望される方は、申込みの際にあわせてご連絡ください。

＜開催に関する注意事項＞

申込み方法等
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（練馬区上石神井4‐15‐27）
※車でのご来場はご遠慮ください。
※開場は説明会開始の30分前です。

皆様のご意見を伺う機会

上石神井駅周辺地区

●西武新宿線
上石神井駅北口から徒歩９分

●バス停
上石神井中学校入口から徒歩５分

意
見
書
の
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出

説明会は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、事前予約制とさせていただきます

２．皆様へのお願い

① 当日はマスクを着用、スリッパおよび靴入れのご持参をお願いいたします。

② 会場が冷え込むことが想定されますので、防寒対策をお願いいたします。

③ 非接触型の検温器による検温をさせていただきます。なお、37.5℃以上の発熱がある方の

入場はお断りいたします。

④ 当日、息苦しさ、強いだるさ、発熱（37.5℃以上）やせきなどのかぜの症状がある場合は、

出席をご遠慮ください。また、参加者の安全確保の観点から、会場で職員がご退席をお願

いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

⑤ 説明会終了後は、会場内や廊下などに長時間留まらないようお願いいたします。

⑥ 当日、受付票に、氏名・住所・連絡先（電話番号またはメールアドレス）を記入していた

だきます。区ホームページに受付票を掲載しますので、事前に記入し、ご持参いただくと

入場がスムーズになります。なお、上記の項目を記入いただければ様式は問いません。

１．会場の安全管理

① 会場には手指の消毒液を用意しています。

② 説明会の椅子は、間隔をあけて配置します。

③ 会場内は適宜、換気を行います。

３．その他

① 会場にご来場いただかなくても内容をご覧いただけるように、説明会開催後、区ホーム

ページに当日の資料を公開します。

② 時間内でご発言できなかった方は、当日、ご意見シートをご用意しますので、後日、メー

ルやFAX、郵送等でご提出ください。

③ 感染症の拡大状況や天候により開催できない場合は、区ホームページに記載しますので、

お手数ですがご確認ください。



上石神井駅周辺地区まちづくり構想（変更素案）の内容

◼ 平成20年３月に「上石神井駅周辺地区まちづくり構想」を策定し、これまで構想の実現に向けたまちづ

くりを進めてきました。

◼ 平成27年、区では都市計画マスタープランの見直しを行い、当地区を区民の日常生活を支える『生活拠

点』から地域の中心的な役割を果たす『地域拠点』に変更しました。

◼ 平成30年12月、地区内の都市計画道路である外環の２が事業認可されました。また、西武新宿線の連続

立体交差化計画については、事業化に向けた具体的な内容が明らかになりました。

◼ こうしたことから、より具体的なまちの将来像を示し、さらにまちづくりを推進していくために、まち

づくり構想を変更することとしました。

まちづくり構想変更の経緯

【基本方針】
交通環境の改善と

機能強化
商店街の活性化

安全・安心で快適な

暮らしやすい

住環境の整備

商業

『安全・安心、快適で魅力ある商業空間の創出』

『地域拠点にふさわしい商業エリアの形成』

住環境

『みどりの保全と創造』

『みどりの多い良好な住宅地の保全と育成』

防災

『地区の骨格となる道路の整備』

『建物の建て替え・共同化、耐震・不燃化の促進』

景観

『統一のとれた商店街の景観形成』

『地域特性に配慮した景観形成』

ユニバーサルデザイン

『すべての人にやさしい歩行空間の確保』

『誰もが安心できる道路施設の整備』

『安全・安心に歩ける歩行者空間の整備』

道路交通

『南北道路等の整備促進』『駅前広場等の整備促進』

『踏切の解消促進』『歩行者系ネットワークの整備促進』

・地区におけるまちづくりの課題をテーマごとに整理
しています。

道路交通

『南北を連絡する幹線道路の整備』

『駅前広場整備および駐輪場整備』

『早期の踏切解消』

商業

『安全・安心な商業空間の確保』

『魅力ある商店街づくり』

住環境

『みどりの保全と創造』

『みどりの多い良好な住宅地の保全・育成』

『水辺空間の活用』

防災
『防災のための道路整備と建物の
耐震・不燃化』

景観

『景観の改善』

ユニバーサルデザイン

『安全・安心な歩行空間の確保』

『林立する電柱の解消』

・柱となる３つの「基本方針」と、1章で整理した課題を解決するために
取り組んでいく「整備方針」をまとめています。

土地利用

土地利用方針の変更
外環の２の進捗に伴い、沿道の
土地利用を商業集積ゾーンに変
更しました。

対象エリアの拡大
側道の整備に併せて、今後まち
づくりが必要と考えられる区域
を追加しました。

歩行者系ネットワークの充実
側道等を新たに歩行者系ネット
ワークに追加しました。

拠点にふさわしいエリアの追加
土地の高度利用を促進するエリ
アを追加しました。

➢ 上石神井の拠点性・魅力向上に
資する土地利用を誘導する表現
に変更しました。

➢ 各基盤事業が進捗してきたため、整備プログラムから方針の

実現に向けた取組内容の説明へ変更しました。

➢ 駅前の拠点性を高めていくために、新たな整備方
針を追加しました。

➢ 景観形成は、まちづくりルールによって推進するこ
ととし、「景観形成に向けたガイドラインづくり」
を削除しました。

土地利用方針の変更
車両留置施設跡地の新たな土地
利用を視野に入れ、表現を変更
しました。

※主な変更点は赤字で記載しています。

その他、時点修正をはじめ、表現方法を改めています。

➢ 駅前の拠点性を高めていくため、
高度利用を促進する土地利用の
表現を追加しました。

【整備方針】

１ まちづくりの課題

２ まちづくりの方針

３ まちづくりの構想図

４ 方針の実現に向けた取組

３２


